
ヘ
内
千
石
奥
カ
知
d

を
袈
ぎ
、
定
火
消
・
小
訟
御
城
番
・

御
奏
者
番
等
を
経
、
文
化
元
年
御
家
老
鎌
若
年
寄
に

任
じ
、
天
保
二
年
致
仕
し
て
限
鴎
と
蹴
し
、
料
七
百

石
を
受
け
た
。

マ
へ
ダ
ス
ヱ
ア
キ
ラ
前
田
季
明
加
賀
滞
臣
。

逝
構
璽
丸
・
宇
一
殿
助
。
前
回
三
左
衛
門
直
之
の
女
が
、

四
傍
大
納
言
公
理
に
嫁
し
て
生
む
所
。
前
回
利
常
に

仕
代
て
六
千
四
百
五
十
石
を
領
し
、
延
資
中
夜
し
た
。

マ
ヘ
ダ
ソ
ウ
ギ
ョ
ウ
キ
前
田
創
業
記
五
冊
。

洞
内
山
昌
賞
者
。
加
賀
滞
組
前
回
利
家
の
誕
生
か
ら
、

利
常
の
時
大
坂
務
城
ま
で
の
事
費
、
及
び
加
越
能
三

州
に
於
け
る
零
戦
等
を
編
年
体
に
集
成
し
た
も
の
。

自
序
に
延
賀
三
年
九
用
加
隠
翁
徐
行
子
と
記
す
る
。

マ
ヘ
ダ
タ
カ
オ
キ
前
田
孝
起
加
賀
務
臣
。
逝

講
推
奨
助
・
兵
部
。
事
保
入
年
養
失
左
京
誠
明
の
諮

知
三
千
五
百
石
を
受
け
、
定
火
消
・
御
近
習
御
用
を

経
、
諸
延
ニ
御
年
家
老
粂
若
年
寄
、
三
年
御
用
加
刊

を
命
ぜ
ら
れ
、
五
百
.
石
を
増
し
、
四
千
.
石
ハ
内
千
石

奥
カ
知
U

と
な
り
、
資
Mm十
年
小
松
御
城
代
に
任
じ
、

明
和
六
年
三
役
共
に
指
除
か
れ
た
。

マ
へ
ダ
タ
カ
カ
ズ
前
田
孝
和
加
賀
務
臣
。
逝

薦
左
門
・
勘
解
同
。
駿
河
守
孝
貞
の
次
子
。
新
知
及
び

借
入
の
隠
居
知
合
は
せ
て
コ
一
千
石
を
領
じ
、
如
来
寺
前

取
火
消
・
小
松
御
域
番
・
江
戸
御
留
守
腐
を
経
て
、
事

保
十
三
年
御
家
老
に
進
み
、
.
二
十
年
掃
除
・
豆
、
延
事

四
年
再
び
御
家
老
と
な
り
、
箆
延
二
年
七
局
二
十
日

五
十
八
歳
を
以
て
夜
し
た
。

マ
へ
ダ
夕
方
サ
ダ
前
田
孝
貞
加
賀
務
の
老
臣

前
回
長
種
系
の
第
四
代
。
直

E
の
嫡
男
。
寛
永
五
年

四
局
出
生
0

・
幼
名
長
松
丸
、
後
封
馬
・
佐
渡
。
初
蹄
挙

態
。
寛
永
八
年
直

E
袈
し
、
学
貞
齢
筒
幼
な
る
を
以

て
、
越
領
一
一
品
七
千
石
を
叔
父
志
限
直
成
に
管
せ
し

め
、
=
十
年
十
二
局
そ
の
内
一
高
石
戸
内
千
三
百
石

マ，、

奥
カ
知
v
を
孝
貞
に
賜
ひ
、
七
千
石
ハ
内
入
百
石
奥
カ

知
〉
は
直
成
に
奥
へ
ら
れ
た
。
然
る
に
正
保
二
年
直

成
遁
世
し
、
了
心
と
践
し
て
高
野
山
に
上
っ
た
か
ら
、

八
周
七
千
石
〈
内
八
百
石
典
カ
知
〉
を
孝
貞
に
返
し
賜

は
り
、
盛
安
三
年
十
二
周
ご
千
石
〈
内
千
石
奥
カ
知
V

を
加
増
せ
ら
れ
、
寛
文
九
年
三
局
叉
二
千
.
石
を
増
し

て
合
計
二
高
千
石
を
領
し
、
内
三
千
百
石
を
奥
カ
知

と
せ
ら
れ
た
。
次
い
で
家
老
に
任
じ
、
人
持
組
頭
と

な
り
、
金
縛
城
代
・
小
松
城
代
を
粂
ね
、
元
機
四
年

十
二
用
廿
六
日
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙
任
し
、
十
年

六
局
朔
致
仕
し
て
別
に
三
千
石
ハ
内
五
百
石
奥
カ
知
〉

を
受
け
、
十
四
年
七
周
六
日
強
髪
し
て
源
随
と
践

し
、
貸
永
四
年
八
周
十
九
日
享
年
入
十
を
以
て
卒
し

た
。
法
鋭
直
指
院
義
述
源
随
居
士
、
金
持
玉
筒
寺
に

施計る。マ
へ
ダ
タ
カ
ス
ケ
前
田
挙
資
加
賀
滞
の
老
臣

前
町
長
純
系
の
第
六
代
。
孝
行
の
嫡
男
。
天
和
三
年

七
局
四
日
出
生
。
遇
穂
市
之
助
・
大
炊
。
箆
永
四
年

六
周
廿
九
日
新
知
二
千
五
百
石
ハ
内
五
百
石
奥
カ
知
〉

を
賜
ひ
、
事
保
七
年
二
用
十
六
日
孝
行
の
泊
領
ニ
高

千
石
の
内
一
邸
入
千
五
百
石
代
内
三
千
百
石
奥
力
知
〉

を
受
け
、
残
像
二
千
五
百
石
及
び
先
に
孝
資
に
腸
う

た
新
知
の
内
五
百
石
、
都
合
三
千
石
を
曲
畑
孝
親
に
配

分
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
次
い
で
二
十
年
十

一一用品
u
五
日
従
五
位
下
封
馬
守
に
叙
任
せ
ら
れ
、
資

腐
三
年
三
用
九
日
七
十
一
践
を
以
て
卒
し
た
。
法
駿

仰
性
院
朕
山
源
麟
居
士
。
金
禄
玉
髄
寺
に
掠
る
。

マ
へ
ダ
タ
カ
ス
ケ
前
田
孝
謁
加
賀
務
臣
。
遜

瀧
掃
部
。
箆
政
元
年
究
主
謄
遊
学
の
諮
知
三
千
石
ハ
内

千
石
奥
カ
知
)
を
受
け
、
三
年
小
松
御
城
番
、
文
化

元
年
若
年
寄
、
文
政
元
年
衆
御
近
習
御
用
に
任
ぜ
ら

れ
、
九
年
夜
し
た
。

マ
ヘ
ダ
タ
力
テ
ル

前
田
孝
錫

活
構
内
務
太
。
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勘
解
由
学
和
か
ら
第
七
代
の
孫
で
、
突
は
内
務
助
挙

保
。
安
政
三
年
十
二
周
治
知
三
千
石
を
鑓
ぎ
、
人
持

組
に
列
し
、
定
火
消
役
・
小
松
御
城
番
・
小
松
表
詰
・

今
石
動
等
支
配
を
鰹
て
、
元
治
元
年
入
居
京
都
詰
と

な
り
、
間
入
居
家
老
に
任
じ
、
陵
膝
元
年
六
周
京
都

能
、
同
七
用
洛
申
若
年
寄
殺
蛸
怖
を
勤
め
、
明
治
二
年

九
用
金
滞
藩
槌
大
参
事
と
な
り
、
後
名
を
晋
と
改
め

た
。
孝
錫
王
政
線
新
の
際
京
都
に
底
り
、
皇
室
と
穏

と
の
聞
に
介
在
し
て
鐙
カ
し
た
功
最
も
多
か
っ
た
0

.
マ
へ
ダ
タ
カ
ト
モ
前
田
孝
友
加
賀
務
の
老
臣

前
団
長
麓
系
の
第
八
代
。
孝
昌
の
嫡
男
。
賓
路
九
年

七
局
八
日
出
生
。
遇
穂
奥
十
郎
・
大
炊
・
駿
河
。
安
永

六
年
十
一
周
十
三
日
孝
昌
の
・
越
領
一
一
品
八
千
五
百
石

ハ
内
三
千
百
石
県
カ
知
〉
を
受
け
、
享
和
三
年
十
二
局

十
六
日
従
五
位
下
伊
勢
守
に
叙
任
せ
ら
れ
、
文
政
四

年
入
用
六
日
致
仕
し
て
こ
千
石
を
受
け
、
安
保
三
年

五
周
サ
五
日
七
十
四
践
を
以
て
卒
、
挙
猷
院
梅
翁
源

樹
居
士
と
話
せ
ら
れ
、
金
棒
玉
龍
寺
に
葬
る
。

。
マ
ヘ
ダ
タ
カ
ナ
カ
前
回
掌
中
加
賀
藩
の
老
臣

前
回
長
麓
系
の
第
十
代
。
挙
本
の
二
男
。
天
保
十
年

十
二
用
六
日
出
生
。
幼
名
菊
丸
、
後
菊
之
丞
・
大
炊
。

安
政
三
年
十
一
周
孝
本
の
越
知
一
一
品
入
千
石
ハ
内
三

千
百
石
奥
力
知
)
を
緯
ぎ
、
四
年
二
周
サ
九
日
享
年

十
九
で
夜
し
た
。
法
蹴
勇
猛
院
。
金
棒
玉
飽
寺
に
葬

る
。

マ
ヘ
ダ
タ
カ
ノ
日
前
田
掌
銭
加
賀
務
臣
、
遁

穂
蚊
馬
。
貨
は
七
日
市
務
主
前
回
利
盤
の
子
。
貞
享

四
年
新
知
二
千
五
百
石
を
受
け
、

E
徳
元
年
小
松
御

城
番
と
な
り
、
ご
年
九
用
十
五
日
三
十
七
歳
を
以
て

夜
。
子
孫
栢
繕
い
で
務
に
仕
へ
る
。

マ
へ
ダ
タ
カ
ノ
日
前
田
孝
敬
加
賀
務
の
老
臣

前
田
長
種
系
の
第
十
一
代
。
寅
は
前
回
外
記
孝
備
の

嫡
男
。
弘
化
四
年
十
一
周
十
四
日
出
生
。
幼
名
健
之

唱
/
什
内

1nゥ

&
i
H
;
J
-
v
A什
J
F
A
A
r
f
f
u主
4
-
J
?
t
y
-
-
a
J
4
・
¥
一
一

JaN一
J-

介
、
後
奥
十
郎
・
弼
番
。
挙
中
の
末
期
養
子
と
な
り
、

安
政
四
年
五
周
廿
四
日
諮
領
一
一
品
八
千
石
ハ
内
=
一
千

百
石
典
カ
知
〉
を
受
け
た
。
明
治
の
後
各
を
魁
と
殴

め
、
二
十
一
年
一
月
五
日
四
十
二
践
を
以
て
夜
。
法

観
閲
成
院
、
金
棒
玉
飽
寺
に
葬
る
。

マ
へ
ダ
タ
カ
マ
ザ
前
田
孝
昌
加
賀
滞
の
老
臣

前
回
畏
態
系
の
第
七
代
。
挙
資
の
嫡
男
。
亭
保
八
年

十
周
十
日
出
生
。
遇
稽
奥
十
郎
・
大
炊
。
十
八
年
十

一
一
周
十
九
日
新
知
二
千
五
百
石
ハ
内
五
百
石
奥
カ
知
V

を
賜
ひ
、
寛
延
元
年
二
周
千
石
を
加
増
せ
ら
れ
た
が
、

貸
暦
三
年
六
周
囲
日
挙
資
の
治
領
一
一
品
入
千
五
百
石

〈
内
三
千
百
.
石
奥
カ
知
〉
を
受
け
る
に
及
び
先
知
を
除

か
れ
、
四
年
十
二
用
十
入
日
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙

任
、
安
永
六
年
九
用
十
六
日
五
十
五
歳
で
授
。
法
蹴

永
徳
院
賞
翁
源
踊
居
士
。
金
棒
玉
能
寺
に
葬
る
。

マ
へ
ダ
タ
カ
マ
ザ
前
田
孝
寧
加
賀
務
臣
。
泌

稽
兵
陣
。
一
部
道
鴎
。
兵
庫
孝
親
か
ら
第
四
代
の
孫
。

線
三
千
五
百
.
石
、
内
五
百
石
県
カ
知
。
寛
政
五
年
入

居
廿
五
日
定
火
消
の
取
を
除
い
て
遠
慮
を
命
ぜ
ら

れ
、
十
一
年
四
用
晦
日
抑
込
と
な
り
、
十
二
年
二
周

十
一
日
知
行
を
召
政
し
て
一
門
御
預
と
な
っ
た
。
養

弟
才
記
孝
弟
後
を
裂
い
で
二
千
五
百
石
を
領
し
た
。

マ
ヘ
ダ
タ
カ
ミ
前
田
孝
観
加
賀
務
臣
。
逝
構

造
酒
・
兵
陣
。
諸
氏
系
純
に
部
を
学
親
に
作
る
は
非

で
あ
る
。
美
作
守
孝
行
の
入
子
。
亭
保
六
年
越
知
の

中
二
千
五
百
石
ハ
外
典
カ
知
五
百
石
〉
を
領
し
、
御
留

守
厨
・
寺
祉
事
行
・
小
松
御
城
番
・
江
戸
御
留
守
底
・
再

寺
祉
奉
行
・
御
用
部
屋
を
経
て
、
資
路
入
年
御
家
老

に
任
じ
、
後
五
百
石
を
加
へ
て
若
年
寄
を
粂
ね
、
九

年
間
七
周
サ
四
日
五
十
三
践
を
以
て
残
し
た
。

マ
へ
ダ
タ
カ
モ
ト
前
田
章
始
加
賀
務
臣
。
迦

稽
織
部
・
式
部
。
天
明
七
年
養
失
鍛
馬
挙
慈
の
浩
知

三
千
石
を
製
ぎ
、
小
松
御
城
番
・
魚
禄
在
住
・
寺
枇
奉

七
九
七


